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生物多様性増進活動促進法 
 

環境省自然環境局自然環境計画課課長補佐 

小林 誠 
 

１．法制化の背景 

「自然共生サイト」をご存じでしょうか。「自然共生サイト」とは、2023 年度から運用を開始した制度で、企

業の森や里地里山、都市の緑地、里海など「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区

域」を環境大臣が認定するものです。この制度が非常に好調なスタートを切っており、当初「2023 年中に

100 か所以上の認定」を目標としていましたが、初年度である 2023 年度に 184 か所が認定されました。企

業を中心に多くの関心が寄せられているからこそ、この勢いを更に加速するためにも、法律に基づく制度

とすることで、認定の仕組みの制度の安定性・継続性を確保することが重要でした。 

「自然共生サイト」は、既に生物多様性が豊かな場所が対象です。自然共生サイト認定によって、今後も

適切な保全が継続される蓋然性を高めることで、ネイチャーポジティブの実現、30by30 目標（2030 年まで

に陸と海の 30%以上を保全）の達成、ＯＥＣＭ（保護地域以外で生物多様性の保全に資する地域）の国際

データベース登録に繋げていくことが可能です。また、認定されたサイトを管理する企業等にとっても、こ

れまでの保全活動の成果を対外的に PR したり、情報開示に活用したり等する機会となります。一方で、ネ

イチャーポジティブの実現に向けては、生物多様性の世界目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の

ターゲット２において「2030年までに劣化した生態系の少なくとも 30％で効果的な再生を行うこと」とされて

いるように、現状では生物多様性が劣化・失われている場所においても、生物多様性の回復や創出を図る

ことが必要です。そのため、既に豊かな生物多様性を維持する活動に加えて、管理放棄地などにおける

生物多様性を回復する活動や、開発跡地などにおける生物多様性を創出する活動も促進するためにも、

制度の法制化が効果的でした。なお、回復・創出の場所は、現状では OECM にはなりませんが、生物多

様性を回復・創出する活動の結果として、活動場所の生物多様性が豊かになれば、OECM となり、30by30

目標の達成にも貢献するため、維持だけでなく、回復・創出する活動も非常に重要になります。 

 

２．生物多様性増進活動促進法 

正式な法律名は、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」です。令

和６年法律第 18 号として、2024 年４月 19 日に公布されました。「法制化の背景」のとおり、2023 年４月から

スタートした「自然共生サイト」制度を踏まえた法制度ということになります。 

本法では、生物多様性を維持し、回復し、又は創出することを生物多様性の「増進」と定義しています。

そして、基本理念において、豊かな生物多様性を確保することが人類の存続の基盤であること、そして、生

物多様性など自然環境の保全と経済・社会の持続的発展との両立が図られる、自然と共生する社会の実

現を目指すこと、が謳われています。 

メインの制度は、「増進活動実施計画等の認定制度の創設」です。認定制度は大きく２つあり、一つ目は、

企業等が、里地里山の保全、外来生物の防除、希少種の保護といった生物多様性の維持・回復・創出に

資する「増進活動実施計画」を作成し、主務大臣が認定する制度です。これは、自然共生サイト認定制度

の法制化と考えていただければと思います。違いは、場所に紐付いた活動計画を認定するところにありま
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す。将来にわたり場所の保全を担保するためには、その場所でどのような活動を実施するかが重要となり

ます。そのため、場所に紐付いた活動計画を認定する制度としました。また、前段でご説明したとおり「自

然共生サイト」は、既に生物多様性が豊かな場所を対象としていましたが、活動計画を認定する制度とす

ることで、生物多様性を回復・創出する活動も対象にすることが可能となりました。これによって、生物多様

性の損失を抑える施策とその向上を図る施策の両方を推進し、生態系の健全性の回復につながる企業等

の活動を促進していくこととしています。二つ目は、市町村がとりまとめ役として地域の多様な主体と連携し

て行う活動を「連携増進活動実施計画」として主務大臣が認定する制度です。ご存じある方は少ないかも

しれませんが、「生物多様性地域連携促進法」における連携計画作成制度の進化版と考えていただけれ

ばと思います。一つ目の制度と比較すると、市町村が多様な主体と有機的に連携して進めることで、より面

的に地域の保全を行なうことができるものです。 

法律上のメリットとしては、認定を受けた者は、その活動内容に応じて、自然公園法・自然環境保全法・

種の保存法・鳥獣保護管理法・外来生物法・森林法・都市緑地法における手続のワンストップ化・簡素化と

いった特例を受けることが可能となります。 

もうひとつ、本法の特徴的な制度として、「生物多様性維持協定」があります。こちらは、「連携増進活動

実施計画」の認定を受けた市町村等は、土地所有者等と「生物多様性維持協定」を締結することができる

制度です。この協定を締結すると、たとえ土地所有者が変更されたとしても、協定の効力は引き継がれるこ

とになり、生物多様性を維持する活動が長期的・安定的に実施できる蓋然性が高まります。 

３．終わりに 

２０２３年度に認定された「自然共生サイト」の中には、藻場や砂浜等、沿岸域のサイトも含まれています。

例えば、兵庫県相生市の「海岸生物の王国 相生湾、」や愛媛県今治市の「織田ケ浜海岸」が認定されて

います。しかしながら、現状では圧倒的に陸域での取組が多数を占めています。まだまだ海での取組が少

ないのです。瀬戸内海は、まさに「里海」ということで、人々の活動が盛んな地域だと考えています。この新

法をきっかけに、瀬戸内海においても、企業や地域等による「里海」の生物多様性を「増進」する動きが更

に加速することを期待しています。 
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現場から考える里海づくり 

 

中国四国地方環境事務所 里海づくり推進専門官 

西平 亮 

 

１．里海づくり推進専門官 

 環境省の地方組織である地方環境事務所※には、「里海づくり推進専門官」が 1 名配置されている事

務所がある。環境省は、中央環境審議会による 2020 年の答申を受け、「きれいで豊かな瀬戸内海」を目指

して全国の取組を支援するとともに、里海づくりを推進するための各種事業を進めている。その中で強調し

ているのが、取組の主体が地域であること。里海づくり推進専門官は、地域の活動を現場で支援するため

に設けられ、2022 年 4 月に中国四国地方環境事務所に最初の職員が配属された。私は 2023 年 8 月から

約 1 年間、その後任を務めている。 

里海づくり推進専門官は中部、近畿、中国四国、四国、九州地方の各地方環境事務所に配属されてい

る。それぞれ地方自治体、民間企業、大学などの出身で多様な背景を持つ。私自身は岡山県の地方新聞

社から出向している。着任時は瀬戸内海の環境保全について記者として取材した限られた知見しか持ち

合わせていなかった。できたばかりのポストであったことから決まった業務は少なく、幸か不幸かどう動くか

は自らの裁量が大きかった。そのため、「まず何をするか」を考えるところからのスタートだった。 

 

※環境省では、全国７ブロック（北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州）および福島の地方環境事務所を中心と

して、地域の実情に応じた機動的かつきめ細かな環境政策を展開しています。 

 

2．現場から学ぶ 

 現場を知るには現場を見ないことには始まらない。まずは地域に足を運び、里海づくりに関する情報

を集めた。中国地方管内の漁業者、国の出先機関、自治体の関係部局、市民団体、企業などにヒアリング

させてもらい、折々で開かれる行事や会議にも積極的に参加した。情報収集に出向いた回数はこの 1 年

間で 100 回を超えた。得られた情報は多種多様で、開発で消失した藻場・干潟の再生、栄養塩類不足へ

の対応、流通が少ない水産物の活用、陸域と海域との接続性の回復、持続可能な伝統漁法の保護、水温

上昇で変化する生態系への対応、陸域から近づけない海岸に漂着したごみの回収、マイクロプラスチック

の流出防止、子どもたちへの環境教育と枚挙に暇がない。その甲斐あって、地域の里海づくり活動におけ

る課題の片鱗が見えてきた。 

潮流が速すぎてアマモが根付かない、干潟を造成したのにアサリが定着しない、離島の高齢化率が高

く海岸のごみを回収できない・・・。中国地方の中であっても、課題は海域ごとに異なる。その中でも多く聞

かれたのが、民間において活動を自走させることの難しさ。対価を得ながら取組を継続できている事例は

少なく、多くが慈善的に行われているようだ。「もうけはない。けどいつか魚が戻ってくると信じて地道にや

っていくしかない」。ある漁協の組合長が船の上でつぶやいた言葉が印象に残っている。栄養塩類不足へ

の対策として自らの漁船で 9 年にわたり海底耕耘を続ける。この海域では昔から底引き網漁によってアナ
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ゴが多く獲れたが、10 年ほど前からシャコやタコなどとともに減り始め、いまは同じ漁を続ける漁師は 1 人

だけになったという。他の組合員も漁業だけで生活できず、護岸工事に際して募集される海上警備などの

アルバイトで生計を立てている。海底耕耘による直接の収入はないものの、海の活力を取り戻すために懸

命に努力しているという。 

また、海洋環境の変化で水産物や藻場に被害を及ぼすようになった特定の魚種への対応にも追われて

いる。ある漁協では養殖カキの稚貝がクロダイによって食い荒らされるようになり、億単位もの損失が発生

している。かつては高級魚として扱われていたクロダイだが、養殖マダイの普及などにより食卓から遠のい

てしまった。その結果、積極的に漁獲されなくなり、被害に拍車をかけている。また、アイゴが磯焼けを引き

起こしている地域もある。こちらも同様に食べる習慣がないため、漁業者が手を焼いている。 

 

3．答えは地域にある 

環境省では 2022 年から全国の里海づくりのモデルケースとなる活動を支援している。資金調達や団体

同士のネットワーク構築などをバックアップすることで自走した取組につなげている。それでは地方環境事

務所は何ができるのか。答えは現場にあると思っている。地域の多様なニーズをつぶさに拾い上げること

ができるのは、地方に拠点を置く利点である。また、海域により異なる課題を抱える里海づくり活動にあっ

ては、地方の小さな取組を応援し、その成果を積み上げることが大切であると実感している。 

手始めに昨年度末、中国四国地方環境事務所では、岡山県倉敷市の公民館で、クロダイを通じて里海

を身近に感じてもらうイベントを約 20 人の親子向けに企画した。地元の海で獲れたクロダイをさばいてフラ

イ入りのサンドイッチに調理。「厄介者」ではなく、おいしく食べられる地域資源として見直すきっかけとして

もらった。顕著になった食害から見える瀬戸内海の環境変化を学ぶ講演会も同時開催し、身近な海を保

全する意識を育んだ。岡山県では市民団体や行政機関により同様の行事が各地で催されてきており、わ

ずかではあるがその機運を後押しすることができたと感じている。 

里海づくり推進専門官の仕事が始まって 2 年が経過し、得られた情報をどう政策に還元していくかがこ

れからの課題と感じている。まだまだ試行錯誤が必要な状況であり、引き続き現場に足を運び、地域と一

緒に考えたい。 

 

 

写真 1 クロダイを通じた里海学習の様子 2024 年 2 月 （筆者撮影） 
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